
北斗市犯罪被害者等支援条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、北斗市犯罪被害者等支援条例（平成２１年北斗市条例第３０号。以

下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（用語） 

第２条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。 

（日常生活支援の対象者） 

第３条 条例第７条第１項に定める医療・福祉サービス等の支援の対象者は、次の各号の

いずれにも該当する者とする。 

(1) 警察署長に被害届を提出しているなど犯罪等により害を被ったことが確認できる者

（以下この号において「被害者」という。）又は被害者の親族等（配偶者（婚姻の届出

をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）、被害者の二親等以

内の親族、被害者と生計を一にしている親族又は親族に準ずる者として市長が認めた

者をいう。） 

(2) 次に掲げる要件のいずれかに該当すると市長が認めた者 

ア  犯罪等により生じた傷病又は精神的苦痛により、家事、育児等が困難であること。 

イ 犯罪被害者等の介助等のため、家事、育児等が困難であること。 

２ 条例第７条第２項に定める居住の安定を目的とした支援の対象者は、次の各号のいず

れにも該当する者とする。 

(1) 警察署長に被害届を提出しているなど犯罪等により害を被ったことが確認できる者

（以下この号において「被害者」という。）又は被害者の親族等（配偶者（婚姻の届出

をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）、被害者の二親等以

内の親族、被害者と生計を一にしている親族又は親族に準ずる者として市長が認めた

者をいう。） 

(2) 次に掲げる要件のいずれかに該当すると市長が認めた者 

ア 従前の住居が犯罪等の現場となったことにより、当該住居に居住することが困難

であること。 

イ その他、犯罪等により従前の住居に居住することが困難であること。 

（支給の制限） 

第４条 条例第１１条の規定により支給を行わないことができる場合とは、次の各号のい

ずれかに該当する場合をいう。ただし、配偶者からの暴力の防止及び被害者保護に関す

る法律（平成１３年法律第３１号）による保護命令が出され、医師の診断により全治１



月以上の加療を要する場合は制限を加えない。 

(1) 犯罪被害者等に、犯罪等を教唆し、又はほう助する行為があったとき。 

(2) 犯罪等に対する報復として、加害者又はその親族その他加害者と密接な関係にある者

の生命を害し、又は身体に重大な害を与える行為があったとき。 

（遺族見舞金の支給の申請） 

第５条 遺族見舞金の支給について、条例第１３条第１項の申請をしようとする者（以下

この条において「申請者」という。）は、遺族見舞金支給申請書（様式第１号）に次に掲

げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。 

(1) 被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該被害者の死亡の事実及び死亡年月日を証

明することができる書類 

(2) 被害者の消除された住民票の写し（被害者が日本の国籍を有しない者にあっては、外

国人登録原票の記載事項証明書） 

(3) 申請者の氏名、生年月日、本籍及び被害者との続柄に関する戸籍の謄本又は抄本その

他の証明書 

(4) 申請者が被害者と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった

者であるときは、その事実を認めることができる書類 

(5) 申請者が配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった

者を含む。）以外の者であるときは、第１順位遺族であることを証明することができる

書類 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（傷害見舞金の支給の申請） 

第６条 傷害見舞金の支給について、条例第１３条第１項の申請をしようとする者は、傷

害見舞金支給申請書（様式第２号）に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しな

ければならない。 

(1) 負傷した日、治療に要する期間及び負傷の状態に関する医師の診断書 

(2) 住民票の写し（被害者が日本の国籍を有しない者にあっては、外国人登録原票の記載

事項証明書） 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（支給決定の通知） 

第７条 市長は、条例第１４条第１項の規定により犯罪被害者等見舞金を支給し、又は支

給しない旨の決定を行ったときは、速やかに、犯罪被害者等見舞金支給決定通知書（様

式第３号）又は犯罪被害者等見舞金支給申請却下通知書（様式第４号）により、その内



容を当該申請をした者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により犯罪被害者等見舞金を支給する旨の通知をするときは、当

該犯罪被害者等見舞金の支給を受けるべき者に対し、あわせて犯罪被害者等見舞金支払

請求書（様式第５号）を交付するものとする。 

（支払の請求） 

第８条 犯罪被害者等見舞金を支給する旨の決定を受けた者は、その支払を請求しようと

するときは、前条第２項に規定する請求書を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の場合において、遺族見舞金の支給を受けるべき遺族が２人以上あるときは、こ

れらの者は、そのうちの１人を当該遺族見舞金の請求及び受領についての代表者と定め、

その代表者が同項の規定による請求書を、市長に提出することができる。 

（支援の制限） 

第９条 条例第１８条の規定により支援を行わないことができる場合とは、次の各号のい

ずれかに該当する場合をいう。ただし、配偶者からの暴力の防止及び被害者保護に関す

る法律（平成１３年法律第３１号）による保護命令が出され、医師の診断により全治１

月以上の加療を要する場合は制限を加えない。 

(1) 犯罪被害者等に、犯罪等を教唆し、又はほう助する行為があったとき。 

(2) 犯罪等に対する報復として、加害者又はその親族その他加害者と密接な関係にある者

の生命を害し、又は身体に重大な害を与える行為があったとき。 

(3) 犯罪被害者等と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等に支援を行

うことが社会通念上適切でないと認められるとき。 

（委任） 

第１０条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第５条関係） 

遺族見舞金支給申請書 

  年  月  日 

北斗市長 様 

申請者 住所  

 氏名 印 

※自署の場合は押印は不要です 

 連絡先（電話番号）  

 被害者との続柄  

次のとおり遺族見舞金の支給を申請します。 

犯罪行為が行われた日時  年 月 日 午前・午後 時 分頃 

犯罪行為が行われた場所  

（ふりがな） 

被害者の氏名 
 

被害者の生年月日  年 月 日生 

犯罪行為が行われた当時の住所 北斗市 

被害者の死亡年月日  年 月 日 

被害発生の状況  

死亡前に傷害見舞金の支給を受

けたことの有無 
あり ・ なし 

取扱警察署及び被害届の受理番

号 

 警察署 

 年 月 日 第 号 

他
の
第
一
順
位
遺
族 

氏 名 
被害者 

との続柄 
住 所 

   

   

   

備
考 

 

申請にあたっては規則第５条第１号から第６号に掲げる書類を添付してください。 



様式第２号（第６条関係） 

傷害見舞金支給申請書 

  年  月  日 

北斗市長 様 

申請者 住所  

 氏名 印 

※自署の場合は押印は不要です 

 連絡先（電話番号）  

 被害者との続柄  

次のとおり傷害見舞金の支給を申請します。 

犯罪行為が行われた日時  年 月 日 午前・午後 時 分頃 

犯罪行為が行われた場所  

（ふりがな） 

被害者の氏名 
 

被害者の生年月日  年 月 日生 

被害者の犯罪行為が行われた当

時の住所 
北斗市 

被害発生の状況  

負傷した日 犯罪行為が行われた日 年 月 日 

負傷の状況  

取扱警察署及び被害届の受理番

号 

 警察署 

 年 月 日 第 号 

備
考 

 

申請にあたっては規則第６条第１号から第３号に掲げる書類を添付してください。 



様式第３号（第７条関係） 

犯罪被害者等見舞金支給決定通知書 

 

北市民第  号 

  年  月  日 

 

 様 

 

北斗市長 印 

 

  年  月  日付けで支給申請のあった犯罪被害者等見舞金については、次のとお

り支給することと決定したので、通知します。 

 

犯罪被害者等見舞金の種類 遺族見舞金 ・ 傷害見舞金 

犯罪被害者等見舞金の額   円 

 



様式第４号（第７条関係） 

犯罪被害者等見舞金支給申請却下通知書 

 

北市民第  号 

  年  月  日 

 

 様 

 

北斗市長 印 

 

  年  月  日付けで支給申請のあった犯罪被害者等見舞金（遺族見舞金・傷害見

舞金）については、次の理由により、その申請を却下することとしたので、通知します。 

 

理 由 

 

 

教示 

 

１ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起

算して３月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。なお、この決定が

あったことを知った日の翌日から起算して３月以内であっても、この決定の日の翌日

から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。 

 

２ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６月

以内に、北斗市を被告として（訴訟において北斗市を代表する者は、北斗市長となり

ます。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、この決定があったこ

とを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、この決定の日の翌日から起算

して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。ただ

し、上記１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知っ

た日の翌日から起算して６月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

 



様式第５号（第７条関係） 

犯罪被害者等見舞金支払請求書 

 

  年  月  日 

 

北斗市長 様 

 

申請者 住所  

 氏名 印 

※自署の場合は押印は不要です 

 連絡先（電話番号）  

 

次のとおり犯罪被害者等見舞金の支払を請求します。 

請求金額     円 

犯罪被害者等見舞金支給

決定通知書の番号 
 年 月 日付け 北市民第 号 

犯罪被害者等見舞金の種類 遺族見舞金 ・ 傷害見舞金 

犯罪被害者等見舞金の振込

先 

金融機関 

銀行 

信用金庫 

信用組合 

農業協同組合 

漁業協同組合 

郵便局 

本店 

支店 

預金の種類 普通 ・ 当座 ・ その他 

口座番号        

 

 


